
現地視察（モニター）の
ご案内

優秀な人財を確保しやすい雇用環境や手厚いサポート体制など

企業立地に最適な”器“があります。
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佐賀県 産業労働部 企業立地課

一般社団法人情報サービス産業協会 会員各位



はじめに
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佐賀県では、県の発展を牽引し、若者をはじめとする県民が活躍できる、多様で魅力ある企

業の誘致に力を入れております。また、県内においてIT関連業務の求人数が少ないことから、

特にIT関連企業様の誘致に重点的に取り組んでおります。

新たな事業所の立地に際しては、事業内容や人材確保、オフィス設置環境に加え、実際の生

活環境をご確認いただくことが重要となることから、企業様の県内視察を積極的に受け入れ

ております。

このたび、当該視察の内容をよりニーズに即したものとするため、ご意見等を頂戴するモデル

事業「現地視察（モニター）」を実施いたします。

つきましては、拠点設置をご検討中、または今後検討の可能性があるIT関連企業の皆様に、

本事業へのご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。



佐賀県が企業に選ばれる６つの理由
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POINT １
IT人材を育む環境

POINT ２
リーズナブルな賃料

POINT ３
優れた交通
アクセス

POINT ４
IT・クリエイティブ
産業の振興

POINT ５
立地企業に寄り添う
フォローアップ

POINT ６
操業をサポートする
優遇制度
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○ 佐賀県データ利活用人材育成プログラムの実施

POINT １ IT人材を育む環境

○ 佐賀県立大学（仮称）の設置

平成26年度からは県立学校で、
電子黒板と1人1台端末を使用した教育を進めています。

○ 1人1台端末を活用した授業

佐賀県の未来を創造する人材育成を目指して、
令和11年4月に県立大学を開学予定です。

理系分野（データサイエンス・情報）と文系分野（経営・マネジメント）
の両方を学ぶことができる理文融合型の大学を目指しています。
また、県全体を学びのフィールドとし、県内の企業などの現場に入り、実践的な学びができることを目指しています。

佐賀県の外郭団体のRYO-FU BASE（公益財団法人佐賀県産業振興機構）では、
データ利活用・AX人材育成講座を開催し、毎年200名程度の受講を受け入れています。
今年度は以下講座を実施予定です。



POINT ２ リーズナブルな賃料
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佐賀県は東京よりもオフィス賃料が低いので、経営コストを抑えることができます。
伊万里市・嬉野市には、市が所有するＩＴ系の誘致企業用のオフィスもございます。
ご希望に応じた物件をご紹介します。

嬉野オフィスビル（嬉野市）

バンリビル（伊万里市）

西九州新幹線
嬉野駅徒歩3分

JR伊万里駅
まで徒歩5分

賃料：7,542円/坪
床面積：24.5坪

賃料：9,000円/坪
床面積：18坪
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アクセスとしての佐賀県の強み 

 九州のクロスポイント
佐賀県には、⾼速道路や鉄道のクロスポイントがあり、隣県も含め複数

の航空路線や国際航路を利用することができる「マルチアクセス」の条

件が揃っています。交通アクセスの選択肢が豊富であることで、人流・

物流に活かせるロジスティクス⾯と、緊急時の代替アクセスを確保でき

るというBCP面の優位性から、企業立地先として優れています。

 出典：SAGA立地ナビ

佐賀・福岡・長崎 
3空港利用可

九州佐賀国際空港から羽田間は１日往
復５便を就航。 
福岡・長崎空港の3空港で、国内29路
線・アジア22路線利用可

福岡・熊本・長崎
2時間圏内 

新幹線 3駅 
特急 7駅 

佐賀駅から九州最大のビジネスエリア 
博多駅まで40分。 
新幹線・特急で福岡・熊本へ移動可。 

県内2港・近隣2港 
4港利用可

県内の伊万里港・唐津港の利用だけで
なく、博多港・佐世保港までも好アクセ
ス。複数ルート利用可

＜ 各都市へのアクセス＞

福岡・熊本以外の九州内各都市や 
中国地方までも3時間圏内で移動可

※いずれも2025年12月時点 
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POINT ３ 優れた交通アクセス

特急で
40分

羽田まで
1時間35分



POINT ４ IT・クリエイティブ産業の振興
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サポーティングカンパニー制度

佐賀県産業スマート化センター

https://www.saga-smart.jp/

AIやIoTといった先進技術によるソリューションやその導入支援が可能な企業をサポーティングカンパニーとして登録しています。

登録済みの企業には以下1～5について、相互協力をいただいております。

令和8年2月末時点

https://www.saga-smart.jp/


佐賀県では、進出企業が安心して操業できるよう、企業からご指名いただいた職員が異動後も窓口を継続、永
続的に誘致企業のフォローアップをします。 
また、地元市町や関係機関と連携・協力し、求人情報の提供やネットワーク構築のお手伝い等、人材確保への独
自支援策を実施しています。 

支援策 1 

誘致企業永続支援員（パーマネントスタッフ）
佐賀県ならではのフォロー体制として進出企業が安心して操業できるよう、
企業からご指名いただいた職員が異動後も窓口を継続、永続的に誘致企業
のフォローアップをします。 
担当者は人事異動後も変更しないため、進出時からの経緯を踏まえた対応
が可能です。 
2004年4月の制度創設以来多くの誘致企業にご利用いただいています。 

支援策 2 

佐賀県独自の人材確保策
佐賀県では地元市町や関係機関と連携・協力し、企業からのご要望に応じ
立地先の求人環境についての詳細な情報提供や求人サポートを行っていま
す。 
大学・専門学校・高校等の教育機関へは進出企業と同行訪問し、関係構築
を支援しています。 
また、就職情報サイトの運営・求職者とのマッチング・産学官の連携などを活
用した佐賀県独自の人材確保策にも取り組んでいます。 8

会社説明会の 
開催支援 求人情報の 

周知支援 
教育機関や 

関係機関等の 
ご紹介 

（動向） 

POINT ５ 立地企業に寄り添うフォローアップ
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POINT ６ 操業をサポートする優遇制度

佐賀県ビジネス支援サービス業立地促進補助金

■■ 主な交付要件（かつ要件） ■■
１．立地決定日（市町との進出協定）から２年以内に操業を開始 かつ
２．立地決定日から操業１年経過日までにおける新規地元雇用者数が３人以上（正社員のみ）

（バックオフィスの場合は10人以上） ※投資金額の要件なし

投資額×1/10 （限度額1億円） ※社宅の取得を含む
（対象期間：操業１年後 １回）

オフィス等賃料×1/2 （限度額3,000万円）
（対象期間：３年間）

①中核人材採用（人材紹介）に係る経費（県外からの採用に限る）
×1/2（上限300万円）

②求人広告経費×1/2（上限50万円）
（対象期間：初年度のみ）

1人～24人目まで 50万円×増加新規地元雇用者数
25人～49人目まで 75万円×増加新規地元雇用者数
50人目～ 100万円×増加新規地元雇用者数

（対象期間：３年間） ※配置転換者を含む。
※障害者等は50万円追加交付

建物、設備機器等
取得補助

オフィス賃料補助

人材採用活動費
補助

雇用促進奨励金
（※正社員のみ）

立

地

促

進

奨

励

金

★★県の制度に加えて、立地する市町の制度も併せてご利用いただけます★★
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【対象事業】
バックオフィス、デジタルコンテンツ業、インターネット付随サー
ビス業、ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業、機械設計
業、商品検査業、非破壊検査業、研究開発支援検査分析業
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参加の流れ・留意事項

Copyright©202６ Saga Prefecture. All Rights Reserved. 10

１ 当課へメール又電話にてご連絡をお願いします。

２ Wｅｂにて面談を実施。立地のご意向・ご要望等をヒアリングさせていただきます。

３ 企業調査をさせていただきます。その後、参加可否をご連絡します。

４ 日程・視察先の調整します。
※調整から視察実施まで3週間程度要します。

５ 現地視察 ※1泊2日もしくは2泊3日程度を想定
（交通費・宿泊費は、県の基準により補助します。）

６ 視察アンケート・報告書をご提出いただきます。
（立地する魅力・優位点、課題とその対策についてお答えいただきます。）

県内企業や教育機関との意見交換

周辺環境・オフィス見学

県内市町との意見交換・支援制度説明など

ご希望踏まえ視察内容を調整します。
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≪問合せ先≫

佐賀県 産業労働部 企業立地課 0952-25-7097
(佐賀県佐賀市城内1-1-59)

佐賀県 首都圏事務所 03-5212-9199
(東京都千代田区平河町2-6-3 都道府県会館11階)

佐賀県 関西・中京事務所 06-6344-8031
(大阪府大阪市北区梅田1-3-1-900 大阪駅前第一ビル9階)
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